
 
 

 
 

MEMO 

59



 
 

 
 
 
 
 

機関名 郵便番号 住所/ホームページアドレス 電話番号 

北
海
道
水
産
林
務
部 

総  務  課 

060-8588 

札幌市中央区北 3 条西 6 丁目 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/sum/ 

011-231-4111

林  務  局 林業木材課 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/rrm/index.htm 

   〃    森林計画課 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srk/index.htm 

   〃    森林整備課 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srs/index.htm 

   〃    治 山 課 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/tsn/index.htm 

森林環境局 森林活用課 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/sky/index.htm 

  〃     道有林課 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/dyr/index.htm 

 

総
合
振
興
局
・
振
興
局
林
務
課 

空知 068-8558 
岩見沢市 8 条西５丁目 

http://www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/rnm/index.htm 
0126-20-0070

石狩 060-8588 
札幌市中央区北 3 条西 7 丁目 道庁別館 

http://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/ss/rnm/index.htm 
011-204-5836

後志 044-8588 
虻田郡倶知安町北１条東２丁目 

http://www.shiribeshi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/rnm/index.htm 
0136-23-1381

胆振 051-8558 
室蘭市海岸町１丁目４番１号 むろらん広域センタービル 

http://www.iburi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/rnm/index.htm 
0143-24-9801

日高 057-8558 
浦河郡浦河町栄丘東通 56 

http://www.hidaka.pref.hokkaido.lg.jp/ss/rnm/index.htm 
0146-22-9313

渡島 041-8558 
函館市美原４丁目 6-16 

http://www.oshima.pref.hokkaido.lg.jp/ss/rnm/index.htm 
0138-47-9471

檜山 043-8558 
檜山郡江差町字陣屋町 336-3 

http://www.hiyama.pref.hokkaido.lg.jp/ss/rnm/index.htm 
0139-52-6541

上川 079-8610 
旭川市永山 6 条 19 丁目 

http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/ss/rnm/index.htm 
0166-46-5951

留萌 077-8585 
留萌市住之江町２丁目 1 番地 2 

http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/index.htm 
0164-42-8456

宗谷 097-8558 
稚内市末広４丁目 2-27 

http://www.souya.pref.hokkaido.lg.jp/ss/rnm/index.htm 
0162-33-6677

オホーツク 093-8585 
網走市北７条西３丁目 

http://www.okhotsk.pref.hokkaido.lg.jp/ss/rnm/index.htm 
0152-41-0646

十勝 080-8588 
帯広市東３条南３丁目 

http://www.tokachi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/rnm/index.htm 
0155-27-8604

釧路 085-8588 
釧路市浦見 2 丁目 2 番 54 号 

http://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/ss/rnm/index.htm 
0154-43-9201

根室 087-8588 
根室市常盤町 3 丁目 28 番地 

http://www.nemuro.pref.hokkaido.lg.jp/ss/rnm/index.htm 
0153-24-5639

 

総
合
振
興
局
・
振
興
局
森
林
室 

空知 068-0042 
岩見沢市北 2 条西 12 丁目 1-7 

http://www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srs/index.htm 0126-22-1155

 砂川事務所 073-0165 砂川市西 5 条北 4 丁目 0125-54-2857

石狩 061-0234 
石狩郡当別町西町 32 番地 1 

http://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srs/index.htm 
0133-22-2151

後志 044-0034 
虻田郡倶知安町南 4 条西 1 丁目 

http://www.shiribeshi.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srs/index.htm 
0136-22-1152

胆振 053-0803 
苫小牧市矢代町 3 丁目 1 番 18 号 

http://www.iburi.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srs/index.htm 
0144-72-5121

 豊浦事務所 049-5416 豊浦町字舟見町 10 0142-83-2481

日高 057-0012 
浦河郡浦河町常盤町 26 番地 4 

http://www.hidaka.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srs/index.htm 
0146-22-2451

 平取事務所 055-0107 沙流郡平取町本町 105-6 0145-72-2979

渡島東部 040-0002 
函館市柳町 14-24 

http://www.oshima.pref.hokkaido.lg.jp/sr/tsr/index.htm 
0138-51-4611

渡島西部 049-0517 
松前郡松前町字朝日 495-9 

http://www.oshima.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ssr/top.htm 
0139-42-2013

檜山 043-8558 
檜山郡江差町字陣屋町 336-3 

http://www.hiyama.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srs/index.htm 
0139-52-4229

檜山事務所 049-4501 久遠郡せたな町北檜山区北檜山 235-10 0137-84-4526

上川南部 079-8610 
旭川市永山 6 条 19 丁目 

http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/sr/nsr/index.htm 
0166-46-5998

富良野事務所 076-0011 富良野市末広 2-1 0167-23-2897

問問問いいい合合合わわわせせせ先先先   

【森林づくりに関するお問い合わせ先】 

本ガイドに関して、知りたい・聞きたいことがありましたら、最寄りの機関にお問い合わ

せください。 
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地方独立行政法人 北海道立総合研

究機構 森林研究本部林業試験場 
079-0198 

美唄市光珠内町東山 

http://www.fri.hro.or.jp/ 
0126-63-4164

地方独立行政法人 北海道立総合研

究機構 森林研究本部林産試験場 
071-0198 

旭川市西神楽１線１０号 

http://www.fpri.hro.or.jp/ 
0166-75-4233

林野庁北海道森林管理局 064-8537 
札幌市中央区宮の森３条７丁目 70 番 

http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/ 
011-622-5213

公益社団法人 北海道森と緑の会 060-0004 
札幌市中央区北４条西５丁目 林業会館４F 

http://h-green.or.jp/moritomidori/gaiyou.php 
011-261-9022

北海道森林組合連合会 060-0002 
札幌市中央区北２条西１９丁目１番地９ 

http://www.doshinren.or.jp/index.html 
011-621-4293

ウッドプラザ北海道 

（北海道木材産業協同組合連合会） 
060-0004 

札幌市中央区北４条西５丁目 林業会館 3F 

http://www.woodplaza.or.jp/ 
011-251-0683

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総
合
振
興
局
・
振
興
局
森
林
室 

上川北部 098-2232 
中川郡美深町字東 2 条南 4 丁目 

http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/sr/hsr/index.htm 
0165-62-1726

名寄分室 096-0034 名寄市西 4 条北 1 丁目 0165-43-2164

留萌 077-8585 
留萌市住之江町 2 丁目 1 番 2 号 

http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srs/index.htm 
0164-42-8380

天塩事務所 098-3396 天塩郡天塩町新栄通り 9 丁目 0163-22-1083

宗谷 098-5704 
枝幸郡浜頓別町中央北 3 番地 

http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/index.htm 
0163-42-3821

オホーツク東部 090-0018 
北見市青葉町 2 番 10 号 

http://www.okhotsk.pref.hokkaido.lg.jp/sr/tsr/index.htm 
0157-24-6276

オホーツク西部 098-1607 
紋別郡興部町字興部 708 

http://www.okhotsk.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ssr/index.htm 
0158-82-2158

 遠軽事務所 099-0404 紋別郡遠軽町大通北 5 丁目 1 番 27 号 0158-42-7420

十勝 089-5612 
十勝郡浦幌町字東山町 10-23 

http://www.tokachi.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srs/index.htm 
0155-76-2165

 池田分室 083-0022 中川郡池田町西 2 条 4 丁目 0155-72-2141

 足寄事務所 089-3713 足寄郡足寄町南 3 条 4 丁目 0156-25-3510

 大樹事務所 089-2106 広尾郡大樹町下大樹 186 0155-86-3064

釧路 088-1115 
厚岸郡厚岸町梅香 1 丁目 8 番地 

http://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srs/index.htm 
0153-52-2165

 音別事務所 088-0123 釧路市音別町川東 1 丁目 11 番地 0154-76-2765

根室 086-0214 
野付郡別海町別海緑町 38-5 

http://www.nemuro.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srs/index.htm 
0153-75-2304

※その他森林づくりに関連する団体について掲載します。 

 ○北海道森林づくり条例（抜粋） 
 

平成 14 年北海道条例第  4 号 
前文 

我が国の森林面積のおよそ４分の１を占める北海道の森林は、えぞまつや
みずならに代表される天然林やからまつなどの人工林が豊かに広がり、生命
の源となる清らかな水をたくわえ、野生生物の生息の場となるとともに二酸
化炭素を吸収し酸素を供給するなどの重要な役割を果たしており、私たちに
とってかけ 
がえのない貴重な財産となっている。 

また、私たちは、森林から供給される木材を、工夫を凝らし愛着を持って、
様々な形で暮らしに活(い)かす木の文化に親しみ、そのぬくもりの中で潤い
のある生活を営んできた。 

しかしながら、これまで森林には、木材を供給する役割に重きが置かれて
きたため、徐々に貴重な天然林資源が減少し、その豊かさが損なわれてきた
面もあった。 

加えて、林産物の供給などを通じて森林を支えてきた林業及び木材産業等
は、輸入木材の増加などの厳しい情勢から事業活動が停滞しており、このま
までは、森林の整備や保全に支障を来して、森林の多面的機能の持続的な発
揮が危ぶまれる状況となっている。 

私たちは、改めて森林がもたらしてきた計り知れない恵みを思い起こし、
その機能を持続的に発揮させるため、林業活動等の活発化や山村地域の活性
化を図りながら、協働して、北海道にふさわしい豊かな生態系をはぐくむ森
林を守り、育て、将来の世代に引き継がなければならない。 

また、このような森林づくりを通じて、環境への負荷の少ない循環型社会
の形成や北海道らしい景観づくりにも貢献していく必要がある。 

このような考え方に立って、百年先を見据えた森林づくりを進めていくた
め、道民の総意としてこの条例を制定する。 
 

第１章総則 
（目的） 
第１条 この条例は、森林づくりに関し、基本理念を定め、並びに道及び森
林所有者の責務並びに道民及び事業者の役割を明らかにするとともに、道の
施策の基本となる事項を定めることにより、森林づくりに関する施策を総合
的かつ計画的に推進し、もって道民の健康で文化的な生活の確保に寄与する
ことを目的とする。 
（基本理念） 
第３条 森林づくりは、現在及び将来の世代にわたって森林の恵みを享受で

きるよう、長期的な展望を持ち地域の特性に応じて、推進されなければな
らない。 

２ 森林づくりは、林業及び木材産業等の健全な発展を通じて、たゆみなく
推進されなければならない。 

３ 森林づくりは、道民、森林所有者、事業者及び道の適切な役割分担によ
る協働により推進されなければならない。 

（道の責務） 
第４条 道は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっ

とり、森林づくりに関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施
する責務を有する。 

２ 道は、森林づくりに関する施策を推進するに当たっては、国及び市町村
と緊密な連携を図らなければならない。 

（森林所有者の責務） 
第５条 森林所有者は、基本理念にのっとり、森林の多面的機能が確保さ

れることを旨として、その森林の整備及び保全を図るよう努めなければ
ならない。 

２ 森林所有者は、道が実施する森林づくりに関する施策に協力するよう努
めるものとする。 

（道民の役割） 
第６条 道民は、基本理念に対する理解を深め、地域の森林づくりの活動

に積極的に参加するとともに、道が実施する森林づくりに関する施策に
協力するよう努めるものとする。 

（事業者の役割） 
第７条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっと

り、森林の多面的機能の確保に十分配慮するとともに、道が実施する森
林づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。 

 
第２章  森林づくりに関する基本的施策(第9条－第21条) 

（森林づくりに関する基本的な計画） 
第９条  知事は、森林づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図

るため、森林づくりに関する基本的な計画（以下「計画」という。）を
定めなければならない。 

（森林づくりを進めるための指針） 
第10条 知事は、道民、森林所有者及び事業者がそれぞれの役割に応じて

森林づくりを進めるための指針（以下「指針」という。）を定めるもの
とする。 

２ 知事は、指針を定めるに当たっては、道民、森林所有者及び事業者の意
見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。 

３ 道は、指針の普及に努めるとともに、これに基づく森林づくりの取組を
促進するものとする。 
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平成 25 年３月 

北海道 

[発行] 

北海道水産林務部林務局森林計画課 

TEL（代）011-231-4111 内線 28-513 

ホームページアドレス http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srk/index.htm 
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